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Perspective on the Subnational VAT 
 

Abstract 
 

The sales tax would seem to be a good candidate for subnational taxes. It is a broad 
based tax whose base is relatively evenly distributed across regions, and is a revenue 
raising component of the tax mix, rather than one used for redistributive purpose. The 
purpose of this paper is to investigate Japan’s local VAT in the light of fiscal federalism 
theory and to offer feasible solution for the problems. We tried to pursue the goal of 
developing a sound and effective local VAT for Japan. We also investigated how it 
should be changed and proposed feasible solution designed to establish a solid and 
sustainable foundation for the future. 
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地方消費税への視角 
 
1. 地方分権の潮流 
 
はじめに 

1994年に地方分権の推進、地域福祉の充実のため創設された地方消費税は、安定的な税
収をもたらす主要税目として定着している。今後、地方分権を推進するためにも、また少

子高齢化が進む中で増大していく地方の社会保障関係費の財源を確保していくためにも、

その重要性が高まることが見込まれている。 
所得税法等の一部を改正する法律（平成 21年法律第 13号）附則 104条においては、次

のように規定されている。 
所得税法等の一部を改正する法律（平成 21年法律第 13号）（抄） 
附則 （税制の抜本的な改革に係わる措置） 第 104条 3、七  
地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財

源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り

方を見直すことにより、税源の偏在が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を

進めること。 
また、2010（平成 22）年度税制改正大綱においては、次のように記載されている。 

第3章 各主要課題の改革の方向性 
9. 地域主権の確立に向けた地方税財源のあり方 
（１） 国と地方の税源配分のあり方の見直し 
 地域主権改革を推進し、国の役割を限定して、地方に大幅に事務事業の権限を移

譲します。国と地方の役割分担を踏まえるとともに、地方が自由に使える財源を拡

充するという観点から国・地方間の税財源の配分のあり方を見直します。社会保障

など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少

なく、税収が安定的な地方税体系を構築します。 
このように地方消費税の充実を図っていくためにも、より望ましい地方消費税システム

の構築を検討していく意義は大きい。本章では、これまでの分権改革の経緯を振り返りつ

つ、本書の研究対象である地方消費税への視角を明らかにしたい。 
 

地方分権の歩み 

世界的な金融危機を背景とした厳しい経済状況を受けて地方税収が落ち込む中、地方自

治体はぎりぎりの財政運営を強いられている。人件費、投資的経費が大きく減少し、厳し

い歳出削減努力を続けているが、高齢化を背景とした社会保障関係費や過去の経済対策の

ツケともいうべき公債費が増加している。 
 一方、地方税は景気の悪化に伴う法人関係二税の減収によって減少しているが、臨時
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財政対策債を含めた実質的な地方交付税が増加しているため、歳入総額は 9 年ぶりに増加
に転じている。しかし、財政構造の硬直的な状況が続いており、予断を許さない。このま

までは教育、福祉など対人サービスの提供に支障が生じかねない。「地域主権改革」を掲げ

た現政権には、過去の潮流を継承しつつ停滞気味の改革を推進する大胆な実行力が求めら

れている。日本では、過去 10年余り、地方に対する国の関与を縮減し、財政的自律性を高
めるための分権改革が行われてきた。第 1次分権改革のハイライトは、平成 11年に成立し、
平成 12年に施行された地方分権一括法である。地方分権推進委員会が発足し、この法律が
成立・施行されるまでの一連の流れは、「第 1次分権改革」と呼ばれている。 
第１次分権改革における最大の成果は、機関委任事務の廃止である。そのためこの改革

前には、都道府県は国の密接な指揮監督の下に置かれていたが、この廃止により、結果的

に都道府県の立場は強化された。しかし、地方自治の基本である基礎的自治体の立場はあ

まり変わってはいない。 
第１次分権改革で残された、基礎的自治体の立場を強化するという根本的な課題に対応

するために、平成の市町村合併は行われた。基礎的自治体の規模、立場は強まったが、第

１次分権改革によって大きな自由度を獲得し、一時的に立場を強化された都道府県と基礎

的自治体との関係が問題となった。将来的な方向の 1 つとして道州制が議論の対象となっ
た。 
平成 16年から約 3年間にわたって、小泉内閣の下で「三位一体改革」が実施された。こ

の改革から、地方分権改革は、複雑なものとなった。2つの目的が交錯した改革へと姿を変
えた。従来からの地方分権改革の流れと、財政再建という 2 つの要素が「三位一体改革」
という 1つの改革の中で推進されることとなり、4兆円の補助金廃止、地方交付税の 5.1兆
円カット、地方への 3兆円税源移譲が同時並行的に進められる結果となった。 
さらに平成 18年 12月には、地方分権改革推進法が成立し、平成 19年 4月には地方分権

改革推進委員会が発足した。「第２次地方分権改革」の総仕上げとして、同委員会（丹羽宇

一郎委員長）は 2009年 11月９日、第４次勧告を鳩山由紀夫首相に提出し、これをもって、
事実上の使命を終えた。第４次勧告は、国の地方向け補助金の整理や地方税制の改革、国

の直轄事業に伴う地方負担金の廃止などを求めた。一方、消費税論議を封印する現政権に

配慮してか、国から地方への税源移譲は「中長期の課題」と先送りされた。 
 
改革の推進力 

過去 10年の紆余曲折から、私たちは何を教訓として未来に引き継ぐべきだろうか1。ここ

では、分権改革の推進力について考える。第 1は、政治的リーダーシップである。1995年
に発足した地方分権推進委員会（諸井虔委員長）は機関委任事務の全廃を実現し、「分権改

革のベースキャンプ」を設営した。だが税源移譲には手がつけられなかった。その後継機

関の地方分権改革推進会議は、税源移譲に冷淡な態度をとり、地方交付税廃止を打ち出し

                                                  
1 持田[2009]を参照。 
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て地方の猛反発を買い、「空中分解」する結末を迎えた。 
 諸井委員会が実現できなかった「三位一体の改革」（補助金削減、税源移譲、交付税改革）

を曲がりなりにも断行したのは、第２次小泉純一郎内閣の功績である。税源・補助金・交

付税を所管する官僚機構とこれを取り巻く族議員集団を承服させるには、経済財政諮問会

議を舞台とする首相の指導力が必要だった。この点で、2009年の政権交代で発足した新政
権で設置が閣議決定された「地域主権戦略会議」（議長は鳩山首相）への期待と責任は大き

いといわなければならない。 
 第 2 は、財政的な枠組みについてのコミットメント（関与）である。税・財政の分権化
を、国と地方のトータルな財政システムの中で明確に位置づける必要がある。諸井委員会

には、国と地方を通じ国民の租税負担率を変更しないとの仮定（歳入中立）を前提に地方

税財源の充実を図るという確固たる哲学があった。用途が決まっている国庫補助負担金の

廃止・縮減で浮いた財源で、所得税から住民税へ３兆円を税源移譲した三位一体改革でも、

歳入中立の哲学が扇の要となった。納税者の負担額が増えないので抵抗感が少なく、分権

と税制の役割分担も明確だった。 
 ただ補助負担金の削減範囲内で税源移譲を行う手法は、もはや限界に達した感がある。

いわゆる「ふるさと納税」や、各都道府県が徴収した法人事業税を国が人口及び従業者数

に応じて譲与する「地方法人特別税」の創設など、苦渋の選択ともいうべき地方税改正が

続いたのはその証左である。 
 もし将来の社会保障負担増を織り込んだ本格的な分権改革を目標にするなら、2008年 12
月に閣議決定された税制抜本改革の道筋を示す「中期プログラム」に比肩しうる国税・地

方税を含む抜本的税制改革に踏み込まざるを得ない2。今後の制度設計に注目したい。 
 第 3 は、推進力としての地方自治体と地域住民の役割である。北村亘氏（大阪大学）が
指摘するように、地方分権一括法以後、政策実施過程で対等な立場を得た自治体は中央の

政策決定過程に関与するようになり、補助負担金の廃止・縮減の原動力となった（北村

[2009]）。ところが三位一体改革の結果、移譲された税源よりも補助金と交付税が大きく削
られた。この苦い経験から、地方分権化が財政悪化につながると自治体（特に小規模町村）

が思い込んでしまい、分権化は揚力を失っている。第４次勧告にあるように国と地方の協

議を早期に法制化して、自治体の関心を分権改革につなぎとめる必要がある3。 
 

                                                  
2 平成 20年 12月 24日に所謂「中期プログラム」が閣議決定され、その内容は所得税法等の一部を改正
する法律附則第 104条に明記されて、平成 21年 3月 27日に成立した。その骨子は１）平成 20年度を含
む 3年以内の景気回復に向けた集中的な取り組みにより経済状況を好転させることを前提に、消費税の抜
本的改革を行うために、平成 23年度までに必要な法制上の措置を講じる、２）地方税制については、地方
分権の推進と国･地方を通じた社会保障制度の安定的財源の確保から、地方消費税の充実を検討するととも

に、地方法人課税のあり方を見直すことにより、偏在性が少なく安定的な地方税体系を構築することの 2
点である。 
3 政府と地方６団体は、2010年 2月、地方自治関連の政策を企画・立案する「国と地方の協議の場」を法
制化する新法の骨子案をまとめた。 
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 改革の到達点 

では、税・財政面での分権改革の到達点はどこにあるのだろうか。地方が行う仕事には、

地方自治体の仕事と国の下部機関として行う中央政府の仕事（所得再分配や安定化機能）が「融

合」している側面がある。と同時に多くの事務が都道府県・市町村に委ねられていながら、

実質的な決定権は国の中央省庁が握っているという「集権的」な側面がある。日本のシス

テムがしばしば集権・融合型システムといわれる所以である。 
集権的で国と地方の機能を融合したシステム（集権的・融合システム）から、分権的・

融合システム（筆者の言葉では「協調的分権」）にすることが分権改革のゴールであり4、こ

の点で税・財政面では登山にたとえれば、現在５合目程度であろう。３つのモノサシでこ

れを測ってみよう。 
 第１のモノサシは、地方の歳出と税収との乖離（かいり）を縮小する方向で、地方税を

充実・確保する視点だ。地方分権を徹底するには、教育や福祉といった普遍的な対人サー

ビスを地域住民が幅広く負担することが理想的だ。この点で、2006年に実施された国から
地方への３兆円の税源移譲は画期的な成果である。 
だが累進税から比例税に変更になったとはいえ、住民税の課税最低限はかなり高く、均

等割も名ばかりで、現実には「幅広く負担する」地方税とはなっていない。住民税の累進

性を緩和して地方税を全体として所得比例的な負担構造に変えるには、幅広い人々が負担

する地方消費税の一段の充実が必要不可欠である。すなわち基幹税である消費税の厚みを

増す中での地方消費税の一層の充実である。 
 もっとも、地方消費税は地方税としては異形な存在で、自治体に税率決定権もなければ、

税務行政（賦課・徴収事務）も国に依存している。本書が明らかにするように、一般的な

常識に反し、地方消費税の税率決定権を地方に付与することは可能だ。それには、「国の消

費税額の 25％」となっている現行の地方消費税の課税標準を「最終消費」に変えて仕入れ
額にかかわる税額控除を地方ごとに把握できるようにするとともに、自治体間の清算基準

を「最終消費」から「最終消費×地方消費税率」に変更すればよい。国への徴収委託も都

道府県が徴収するという法律の本則に戻し、地方が汗をかくように制度設計すれば、徴税

のインセンティブ（誘因）が高まるだろう。 
 第 2 のモノサシは、補助金改革は補助率の削減という小手直しではなく、根本的に制度
面からの仕切り直しを行うという視点だ。国庫補助負担金を通じた国の規制は無傷で残っ

ており、自治体の活動の自由度は高まっていない。 
 国庫補助負担金は、国と地方の「割り勘」的補助金といわれ、国による個所付け・水準

の義務付けとワンセットになっており、補助率を削減して廃止・縮小しただけでは利便性

が高まらない。政府は個別の補助金にかわる一括交付金を 2011年度に導入する考えといわ
れるが、国庫負担金の交付基準や教員配置に関する「標準法」自体を見直し、国庫補助負

担金を定めた地方財政法第 10条を改正し、教育や福祉といった大くくりにして配分枠のみ
                                                  
4 持田[2004]では「協調的分権」という用語が使われている。 
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決めるブロック補助金化に踏み切るべきだろう。 
 第 3 のモノサシは、地方交付税の決定プロセスから恣意（しい）性を排除し、貧困な自
治体もある程度真に自由な施策ができるよう一般財源による支持を与える視点だ。三位一

体改革では、地方交付税の総額が 5.1 兆円削減された。だが交付税は依然、「地方団体に対
する国家の細々とした統制を最小限にする一般財源」（シャウプ勧告）という本来の姿から

程遠く、かつ納税者から見て複雑である。 
 

表１ 諸外国の財政調整制度 

垂直的調整 原資 
配分ルール  ルール 予算措置 

垂直･水平混合制

度 
水平的調整 

歳入ベース型 カナダ    
需要・歳入混合

ベース型 
オーストラリア 

日本 
イギリス 
中国 

スウェーデン 
スイス 

デンマーク 
ドイツ 

需要ベース型     

（出典）持田信樹編（2006）『地方分権と財政調整制度』より引用。 

 
 各国の財政調整制度をながめると（表 1）、地方間で財政をならす水平的財政調整制度は、
自治体間のあつれきが生まれ、ドイツやスウェーデンでは訴訟問題に発展している。この

制度を導入するなら、偏在度の低い税源を地方へ移譲し、自治体間格差を是正することが

大前提だ。国の恣意性を排除する制度には、国との間で自治体の歳入面のみ平準化する垂

直的財政調整をとるカナダがある。歳出コストが調整されないのは連邦制国家だからで、

均一性の高い単一制国家の日本にそのままでは通用しない。 
 地方交付税のように歳出面も考慮した垂直的財政調整では、自治体間の財政的な不均衡

は是正されるが、需要の測定に恣意性が入り込む。もっともオーストラリアでは、政府か

ら独立した連邦補助金委員会が交付金の算定を行い、恣意性の排除に努めている。地方交

付税の決定過程から政府の恣意性を排除し、客観的算定式にもとづく一般交付金として立

て直すべきだろう。 
 
2. 地方消費税の意義 
 
安定性と普遍性 

前節では、住民税の累進性を緩和して地方税を全体として所得比例的な負担構造に変え

るには、幅広い人々が負担する地方消費税の一段の充実が必要不可欠であると指摘した。

ところで、地方税としてある税目がふさわしいか否かについて議論する場合、しばしば地

方税原則が基準として論じられる。すなわち、地方税原則を満足する税目を地方税にふさ

わしい税目とする考え方である。多くの地方税原則の中で重要視される原則としては、応

益性の原則、安定性の原則、普遍性の原則があげられる。 

 ここでは、安定性の原則と普遍性の原則の点から地方消費税が地方税としてふさわしい
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か否かについて考える。また近年では付加価値税が経済効率性あるいは投資誘因の点から

も評価されている。これら諸点から、果たして付加価値税は地方税としてふさわしいのか

について考えてみよう（以下、堀場[2008]による）。 

図1　地方税の推移（対前年伸び率）
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 地方税原則の安定性について現行の地方税目を比較すると、地方消費税は明らかに地方

法人課税よりも安定性に富んでいることが図 1に示されている。この図は、『地方税に関す
る参考計数資料』にもとづいて主たる地方税の推移を示したものである。一番大きく変動

している税目は法人事業税であり、次に個人道府県民税の変動が大きい。固定資産税につ

いては制度上の理由もあり、変動が小さくかつ伸張性に富んでいる税目になっている。こ

こで、問題の地方消費税をみると完全導入後の平成 12年度以降、2兆 4000億から 6000億
程度の税収を堅持し、明らかに安定性で抜きんでた存在となっている。 
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図2　人口一人当たり税収額の指数（都道府県）　　　　　　　　　　（全国平均を100とした場合、平成１９年度決算）

（資料）総務省自治税務局『地方税に関する参考計数資料』より作成
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普遍性について『地方税に関する参考計数資料』から作成したのが、図 2である。平成

19年度決算額の人口 1人当たり都道府県別税収額において、最大税収（東京都）÷最小税収
（沖縄県）の割合を計算すると、個人道府県民税 3.2倍、法人事業税 2税 6.6倍、地方消費
税 1.8倍となっている。したがって、地方税収の 1人当たり偏在度において地方消費税は普
遍性に富んでいることが示される。これら伝統的な地方税原則に即して考えるとき、以上

のように付加価値税は地方税としてふさわしいということができる。 
 また、付加価値税は経済効率性の点からもふさわしいという指摘が近年なされている。

付加価値税は、しばしば小売売上税と比較される。この点に関して、州小売売上税である

PSTから付加価値税へ移行し、その比較分析が進んでいるカナダ東部 3州での研究結果か
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ら、地方税としての付加価値税が改めて高く評価され、小売売上税よりも付加価値税が地

方税として優れているという結論が得られている（Smart[2007]）。その理由として次の 2
点があげられる。 
 第 1に、小売売上税が商品取引のみに課税されるのに対して、サービス消費をも課税標
準とする付加価値税では、同額の税収を得るために税率を低く抑えることが可能になる。

したがって、相対的に低い税率によって価格上昇の少ない点が指摘され、非導入州との相

対価格による資源配分上の問題が少ない。また、付加価値税では投資額が仕入税額控除で

きることから、東部 3州においては地域投資への効果が大きく、付加価値税の投資誘因効
果によって地域経済の成長に対するプラスの誘因が指摘されている。これらの分析によっ

て、小売売上税に比較しても、地方段階での付加価値税は望ましいことが明らかになりつ

つある。 
 

3. 地方消費税の仕組み 
 

課税標準と均一税率 

伝統的な地方税原則に即して考えるとき、付加価値税は地方税としてふさわしいことが

明らかになった。その理由については、立ち入った議論はしなかった。ここでは、日本の

地方消費税の仕組みをより具体的に考察することによって、その問いに答えよう5。表 2を
参照しながら概観する。地方消費税は道府県税として創設され、1997年 4月から実施に移
された。人口や従業員数を基準に、消費税を国から都道府県に譲与していた消費譲与税は

廃止された。地方税改革としては 1975年の事業所税創設以来の新税創設となる。その意義
は、単に地方税で新税が創設されたというだけでなく、基幹的税目である一般間接税が道

府県税に導入されたという点で画期的なものであった（佐藤・滝編[1995]）。課税主体が都
道府県である、とはこういうことを指すのである。 
つぎに、課税標準を見てみよう。地方消費税の課税標準は、消費ではなく消費税額であ

る。これには少し説明が必要である。理論的にいうとカナダやアメリカの州で賦課されて

いる小売売上税も地方間接税の有力候補といえる。日本では、国税としてすでに消費税が

導入されている中での小売売上税等の導入は困難であった。このため、地方消費税は都道

府県税であるが、「国の消費税額」をその課税標準とし、消費税の性格（消費者への税の転嫁、

前段階税額控除）をそのまま継承することになった。課税標準は、国内取引（譲渡割）、輸入

取引（貨物割）とも国の消費税と同じである。 
 
 
 
 

                                                  
5地方消費税の仕組みについては、地方消費税研究会編[1998]を参照。 
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表２ 地方消費税の仕組み 

 
では、地方消費税の税率はどうであろうか。国税の消費税の課税ベースは「課税資産の

譲渡等の対価の額」（商品の販売価格）であり、税率は 4％である。地方消費税の税率は、消
費税の課税ベースに対する比率に換算すると、1％で全国一律である。しかし、地方消費税
の課税標準は「国の消費税額」であるので、地方消費税の税率は法律上 25％というのが正
確な表現である（地方税法第 72条の 83）。 

1％か 25％かという表現上の違いは、たんなる形式上の差異の問題ではない。実は、地方
消費税の課税標準が「国の消費税額」であるため、都道府県で異なる税率を適用すると前

段階税額控除に問題が生じてしまう。都道府県に地方消費税の税率決定権がないことと、

課税標準が「国の消費税額」であることとは一見すると無関係のように見えるのだが、実

は緊密な関係がある。この点については、本書の第 章で詳しく論じる。 
 
最終消費地への税収の帰属 

つぎに表 2の清算を説明する。清算は、地方消費税の仕組みの中で最も重要なものであ

項 目 内 容 
１．課税主体 都道府県 
２．納税義務者 
（譲渡割） 
（貨物割） 

 
課税資産の譲渡等（役務の提供を含む）を行った事業者  
課税貨物を保税地域から引き取る者 

３．課税方式 
（譲渡割） 
（貨物割） 

 
当分の間、国（税務署）に消費税と併せて申告納付（本来は都道府県に申告納付）

国（税関）に消費税と併せて申告納付 

４．課税標準 消費税額 
５．税 率 １００分の２５（消費税率換算１％） ［地方税法第７２条の８３］ 
６．清 算 
 
 
 
 
 

 

国から払い込まれた地方消費税相当額について、消費に関連した基準によって都

道府県間において清算 
指  標 ウェイト

「小売年間販売額（商業統計）」と「サービス業対個人事業収入額

（サービス業基本統計）」の合算額 
6/8 

「人口（国勢調査）」 1/8 
「従業者数（事業所・企業統計）」 1/8 

 
７．税 収 
（平成 19年度決算額） 

 
２５，６９２億円 

８．交付金 清算後の金額の２分の１に相当する額を都道府県内の市町村に対して人口及び従

業者数に按分して交付 
指  標 ウェイト

「人口（国勢調査）」 1/2 
「従業者数（事業所・企業統計）」 1/2 
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る。清算基準は、税の帰属を図るためのものであって、法人事業税における分割基準や、

特定の財政需要を示す指標に応じて配分する譲与税の配分基準とは異なる。清算は、地方

交付税が果たしているような地方団体間の財政調整機能のために存在するものではない。 
地方消費税が地方間接税である以上、税が負担される消費行為が行われる地方団体に帰

属すべきである。もっとも、仮に消費型付加価値税が小売売上税として設計されているの

であれば、小売業者=納税者であり、消費者が支払った税額が消費の行われた地方団体に納

税されるので特段の調整は不要となる。付加価値税では、そうはいかない。問題は、中間

取引段階において都道府県に納税された税を、いかに最終消費地となる都道府県に帰属さ

せるかである。 

 最終消費地に税収を帰属させるためには、国の国境税調整と同様に移入課税･移出非課税

の県境税調整を行なうことが考えられる。しかし、県境には国境における税関に相当する

機関がないので、県境税調整を行なうことは現実的には困難である。地方消費税の創設に

あたって、この点が政府税調、与党税調、政府部内、学会、地方団体などを巻き込む大問

題となった。 
 

表 3 地方消費税の清算（数値例） 

平成１７年２月現在 （参考）
小売年間販売額 サービス業対個人事業 都道府県人口 人口によりあん分した額 都 道 府 県 従業者数によりあん分 消費に相当する額(百万円) 消費に相当するシェア

 　　　　    (百万円)  収入額　　  (百万円) (人)  　　　         (百万円)       従業者数     (人) した額　   (百万円)        A＋B＋D＋F               (単位 ： %)
A B C D E F G H

1 北海道 6,712,105 3,096,660 5,683,062 1,577,402 2,585,361 1,514,041 12,900,208 4.5771649652737
2 青森県 1,551,988 716,183 1,475,728 409,606 633,450 370,961 3,048,738 1.0817326946897
3 岩手県 1,412,832 872,984 1,416,180 393,078 629,454 368,621 3,047,515 1.0812987580623
4 宮城県 2,561,642 1,080,943 2,365,320 656,523 1,106,136 647,776 4,946,884 1.7552200811082
5 秋田県 1,193,071 591,305 1,189,279 330,099 522,849 306,191 2,420,666 0.8588844154938
6 山形県 1,315,920 751,060 1,244,147 345,328 569,717 333,638 2,745,946 0.9742980754832
7 福島県 2,157,529 1,285,604 2,126,935 590,356 959,844 562,105 4,595,594 1.6305777280042
8 茨城県 3,010,046 1,475,596 2,985,676 828,710 1,303,890 763,585 6,077,937 2.1565326929256
9 栃木県 2,112,281 1,223,635 2,004,817 556,461 943,674 552,635 4,445,012 1.5771492364015
10 群馬県 2,193,877 996,691 2,024,852 562,022 985,593 577,184 4,329,774 1.5362612649620
11 埼玉県 6,122,004 3,046,119 6,938,006 1,925,727 2,556,596 1,497,196 12,591,046 4.4674701855466
12 千葉県 5,743,734 3,109,935 5,926,285 1,644,912 2,132,282 1,248,709 11,747,290 4.1680943613398
13 東京都 16,928,228 12,706,714 12,064,131 3,348,545 8,608,794 5,041,488 38,024,975 13.4917656657482
14 神奈川県 8,500,679 3,919,524 8,489,944 2,356,486 3,374,752 1,976,325 16,753,014 5.9441916551687
15 新潟県 2,597,432 1,378,786 2,475,733 687,170 1,178,484 690,145 5,353,533 1.8995045419451
16 富山県 1,236,861 577,265 1,120,851 311,106 578,818 338,968 2,464,200 0.8743308563263
17 石川県 1,319,602 689,118 1,180,977 327,794 601,058 351,992 2,688,506 0.9539176013385
18 福井県 912,759 469,389 828,944 230,083 422,398 247,365 1,859,596 0.6598093349164
19 山梨県 949,341 659,279 888,172 246,523 411,237 240,829 2,095,972 0.7436786760798
20 長野県 2,495,155 1,657,400 2,215,168 614,847 1,077,961 631,276 5,398,678 1.9155225869531
21 岐阜県 2,186,441 1,067,169 2,107,700 585,018 976,219 571,694 4,410,322 1.5648407641160
22 静岡県 4,099,200 2,309,132 3,767,393 1,045,685 1,887,611 1,105,424 8,559,441 3.0370032380507
23 愛知県 8,090,249 4,447,722 7,043,300 1,954,953 3,689,316 2,160,540 16,653,464 5.9088699942859
24 三重県 1,804,583 961,644 1,857,339 515,527 851,852 498,862 3,780,616 1.3414127200393
25 滋賀県 1,317,448 629,321 1,342,832 372,719 610,733 357,658 2,677,146 0.9498869226079
26 京都府 3,017,956 1,662,383 2,644,391 733,983 1,201,547 703,651 6,117,973 2.1707379969447
27 大阪府 9,720,957 6,133,370 8,805,081 2,443,956 4,778,808 2,798,569 21,096,852 7.4854430139394
28 兵庫県 5,532,942 2,660,518 5,550,574 1,540,629 2,329,868 1,364,419 11,098,508 3.9378978993525
29 奈良県 1,217,432 488,067 1,442,795 400,465 469,781 275,114 2,381,078 0.8448380678190
30 和歌山県 973,822 502,201 1,069,912 296,967 424,360 248,514 2,021,504 0.7172564415985
31 鳥取県 681,809 385,517 613,289 170,226 280,478 164,254 1,401,806 0.4973793687133
32 島根県 809,655 375,299 761,503 211,364 352,019 206,150 1,602,468 0.5685769088042
33 岡山県 1,962,082 995,805 1,950,828 541,476 868,941 508,870 4,008,233 1.4221742517837
34 広島県 3,147,381 1,360,263 2,878,915 799,078 1,358,115 795,340 6,102,062 2.1650925630290
35 山口県 1,566,080 770,608 1,527,964 424,105 686,847 402,232 3,163,025 1.1222832387109
36 徳島県 795,622 498,874 824,108 228,741 355,089 207,947 1,731,184 0.6142470534771
37 香川県 1,223,242 534,973 1,022,890 283,915 486,512 284,912 2,327,042 0.8256653780404
38 愛媛県 1,519,378 745,162 1,493,092 414,426 661,695 387,502 3,066,468 1.0880235339409
39 高知県 814,613 512,275 813,949 225,921 347,765 203,658 1,756,467 0.6232177973455
40 福岡県 5,263,112 2,511,143 5,015,699 1,392,168 2,255,385 1,320,800 10,487,223 3.7210058704955
41 佐賀県 852,763 590,692 876,654 243,326 387,800 227,104 1,913,885 0.6790717924519
42 長崎県 1,498,473 862,578 1,516,523 420,929 630,498 369,233 3,151,213 1.1180921843830
43 熊本県 1,775,709 1,163,706 1,859,344 516,083 768,645 450,134 3,905,632 1.3857700556186
44 大分県 1,238,490 676,655 1,221,140 338,942 542,383 317,631 2,571,718 0.9124796693327
45 宮崎県 1,109,001 611,572 1,170,007 324,750 495,051 289,912 2,335,235 0.8285723631495
46 鹿児島県 1,712,758 1,053,327 1,786,194 495,780 745,367 436,502 3,698,367 1.3122296835155
47 沖縄県 1,040,997 565,346 1,318,220 365,888 533,011 312,142 2,284,373 0.8105258506853

48 合     計 135,999,281 75,379,512 126,925,843 35,229,798 60,158,044 35,229,798 281,838,389 100.000000000000

（注）清算は、国から払い込まれた地方消費税収を、各都道府県ごとの消費に相当する額に応じてあん分し、他の都道府県分についてそれぞれ当該他の都道府県に支払うこととされている。
　　　（なお、「（参考）消費に相当するシェア」は参考値であり、これによってあん分するものではない。）

都道府県名

６／８ １／８ １／８ ＝消費に相当する額
（８／８）

「
商
業
統
計

」
よ
り

「
サ
ー

ビ
ス
業
基
本
統
計

」
よ
り

「
国
勢
調
査

」
よ
り

「
事
業
所
・
企
業
統
計

」
よ
り

例：北海道（1,577,402)の算出式
　　　D1=（A４８＋B４８） × １／６ × C１／C４８

例：北海道（1,514,041)の算出式
　　　F１＝（A４８＋B４８） × １／６ × E１／E４８

 

議論の結果、つぎのような清算制度を「県境税調整に代替する現実的解決策」とするこ

とになった。各都道府県に一旦納付された地方消費税は、「消費に相当する額」（地方税法第
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72条の 114）に応じて、都道府県毎に按分される。各都道府県は、それぞれ他の都道府県に

支払い又は他の都道府県から支払いを受けることになる。この清算制度を通じて、地方消

費税は最終消費地の都道府県に税収が帰属する仕組みとなった。 
「消費に関連した基準」は、表 3にあるように、2つの指定統計によって把握される。4
分の 3 を小売年間販売額（商業統計）とサービス業対個人事業収入額の合計額によって按
分し6、残り 4分の 1のうち、8分の 1を人口（国勢調査）で、8分の 1を従業員数（事業
所統計）で按分する7。都道府県は、前記により清算を行なった後の金額の 2分の 1に相当
する額を、都道府県内の市町村に対して人口および従業員数に按分して交付する。要する

に、地方消費税は境界統制（税関をイメージすれば良い）の存在しない一国内で、消費型付加

価値税に地方政府が参加する形態を模索した苦心の産物であるといえる。 
 

仕向地原則の根拠 

地方消費税が、清算制度を通じて、最終消費地に税が帰属するように制度設計されてい

ることを見た。ところで、付加価値が発生した地域にではなく、最終消費が行われる地域

に帰属させる仕向地原則の根拠は何であろうか。財政学の教科書では、一般的に固定資産

税と地方所得税の 2つが地方政府の有効な財源調達手段である、と書かれている。しかし、
それは消費型付加価値税が地方税に適合しない、ということ意味するわけではない。 
地方消費税が地方間接税である以上、税が負担される消費行為が行われる地方団体に帰

属すべきであると考えるのは自然である。だが、このような考え方は必ずしも自明とはい

えない。例えば、その有力な反論として 1949年のシャウプ勧告における付加価値税の課税
根拠を挙げることができる。シャウプ勧告は、消費型付加価値税の課税根拠が付加価値「生

産」に関連する公共サービスへの支払いであるとする「応益説」を主張した。この説によ

れば、消費型付加価値は発生地に帰属させるべきとなる。 
だが、シャウプ勧告にはあいまいな点が残されていた。1949年のいわゆる第１次勧告で
は、付加価値基準に改正されるべき事業税の負担者は「事業とその顧客」とされ、事業者

なのか消費者なのかが不明である。これに対応して、翌 50年に出された第２次勧告は事業
者負担を明確に否定した。 
しかし、発想をかえれば応益説をとるにしても、付加価値「生産」にかかわる行政サー

ビスとの関連に限定すべきではない。むしろ、消費型付加価値税の負担に対する受益は、

付加価値の「生産」ではなく「消費」にかかわる行政サービスに関するものと理解するほ

うが自然である。付加価値の消費とは、消費者たる住民の「生活」そのものである。この

点に着目し、住民への生活関連の行政サービスからの受益に対する負担として、地方消費

                                                  
6地方消費税創設時に、国の消費税収から割り戻した課税標準に対する、指定統計上の合計額の割合が約 4
分の 3と推計されたため、指定統計に基づく消費額のウェイトを全体の 4分の 3とした。総務省自治税務
局都道府県税課へのヒアリングによる。 
74分の１を人口と従業員数で按分することになったのは、消費譲与税の譲与基準を参考にしたためである。
総務省自治税務局都道府県税課へのヒアリングによる。 
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税の課税根拠を考えることができる。 
もっとも、金融所得が分離課税されている現状では住民税と消費税の課税ベースはほと

んど同じである。周知のように、消費税と賃金所得税は生涯予算制約上、ライフ・サイク

ル仮説を前提にすると課税標準としては同一である。この面から見ると、真に比例的な負

担構造をもつ地方所得税（日本の住民税）があれば、地方消費税を居住地課税として課税す

る意義は乏しい。 
しかし、地方所得税の制度設計上、見逃してはならないのが税率構造と課税最低限の水

準である。所得再分配が目的であるならば、課税最低限を高くして、住民の一部が納税義

務者となるように設計するのが賢明である。しかし、「一般的便益」の対価として課税する

地方所得税の場合は、むしろ課税最低限をできるだけ低く設定して、住民の大半が納税義

務者となり、公共サービスの費用を分担するように設計しなければならない。 
たしかに日本の住民税は、2006年の改正で税率が 10％の比例税となった。しかし、課税
最低限が高いため、所得階層別の負担構造は「比例的」であるとはいいがたい。実効税率

（所得額に対する税額の比率）は依然として累進的なのである8。応益説に忠実に運用する

には均等割の水準をもう少し高めるのが筋であろうが、それは政治的にはむずかしい。こ

のように、課税最低限を下げて真に比例的な住民税を実現することが困難な状況で、間接

的にこれを実現する方法として消費型付加価値税の存在を位置づけることができる9。地方

所得税と消費型付加価値税を組み合わせると全体としての地方税が比例的になるという考

え方、すなわちタックス・ミックスが重要といえよう10。 
 
４. 地方消費税をめぐる論点 
 
一定税率の地方税 

誕生から数えて 10 年を超えた地方消費税を、更に次の 10 年間、安定的かつ普遍的な地

方税として発展させていくためには、何が問題になるか、どのような論点があるかを考え

る。高齢化社会における地方税制の強化充実が要請される中で、地方税としては、税収の

変動性及び地域的偏在性の強い法人課税よりも、安定的で普遍的な消費課税の方が望まし

いという点では合意が成立している。しかし、多段階累積排除型の、地方消費税を創設す

るか否かは最終的には政策判断の問題であったため、理論的に見ると様々な課題が積み残

されたことは否定できない11。 

より具体的な論点としては、①都道府県が税率決定権を有しておらず一定税率の税であ

ることから、地方分権を支える地方税としては相応しいといえるのか、②都道府県自らが

賦課徴収しておらず、国が都道府県からの委託を受け、かつ「国の消費税額」を課税標準

                                                  
8 地方税の所得階層別負担については、Boadway, Hobson and Mochida[2001]を参照。 
9 この論点を最初に指摘したのは、井堀[1995]である。 
10 地方税体系におけるタックス･ミックスという考え方について、林宜嗣[2009]を参照。 
11 地方消費税の論点については、持田[2007];朴[2007]を参照。 
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としていることをどう考えるか、③「最終消費地と税の帰属地の一致」を図るため、都道

府県間で清算を行っているが、その根拠は何か、また清算基準は各都道府県における最終

消費額を正確に反映しているのか、という問題に分類される12。 

第１の論点は、税率に係わる。地方消費税は地方税であるが、その運用はあたかも国税

の消費税の「一部」であるかのようになされている。その結果、地域住民の認知度は高く

はなく、都道府県の税源涵意欲も低い。その原因となっているのが、全国一律の一定税率

であることに異論はないだろう。例えば、政府税調「平成 16年度の税制改正に関する答申」
に見られるように、「地方消費税は地方税としてふさわしいのかどうか」という懐疑論は、

一定税率であることがその理由のひとつとなっている。 
しかし、地方消費税の税率が一定であるのは、政策選択の結果というより課税標準を消

費税としたことに伴う必然的な結果であることはあまり意識されていない。現行の地方消

費税においては、例えば A県が税率を引下げると、地方消費税の課税標準が「国の消費額」
であることから、次の事業者の地方消費税に係わる仕入控除額の金額が過大になる（益税）

といった事態が生じる。これは地方消費税が国の消費税額を課税標準としているため、A県
の税率引下げが仕入税額控除に反映されないからである。国の消費税額を課税標準とする

地方消費税は、都道府県に税率決定権を付与すると、仕入れ税額控除は不正確になってし

まう。 
もっとも、流通に関連する地方税に税率決定権を与えるべきか否かというのは微妙な政

策判断の問題でもある。各都道府県が税率を設定すると、納税協力費用や税務行政費用は

増えるだろう。そのようなコストを上回るメリットが発揮されるのは、道州制の基幹税目

として地方消費税を位置づける場合かもしれない。たしかに、戦前にまで遡ると市町村の

財源である戸数割の税率が隣町と違っているのは珍しくなかった。しかし、居所に関わり

なく、住民税の税率を均等化するという流れは昭和 30年代以降、一貫して続いた。受益と
負担の関係が切断されてしまうという反省もあり、税率は動かせるようにすべきとする地

方分権の流れが加速したのは、ごく最近のことに過ぎない。 

                                                  
12 やや政策論的な論点ではあるが、国の消費税の税率見直しの際に、税率変更分を国と地方へどのように
配分するのか、といった点も重要である。国税と地方税のあるべき配分割合を考えるにあたっては、国と

地方の歳出面での社会保障経費の支出割合も参考にしつつ、決めるべきである。現在、消費税率 5%のうち
1％分は地方消費税であるが、4%分のうち 29.5％は、地方交付税の原資として国から地方へと移転されて
いる。この実質的な地方の取り分を勘案すると、国：地方の割合は、56.4：43.6（1+4×0.295）へと変わる。
社会保障経費に占める国と地方の負担割合については、社会保障経費の範囲をどのように定義するか、地

方団体が独自に国の基準より上乗せで給付している分も含まるか等により、異なってくる。仮に地方団体

が独自に上乗せで給付している分も含めて考えると、平成 18年度ベースで概ね国が 57、地方が 43となっ
ている。これは、消費税についての、国と地方の実質的な配分割合にほぼ見合った数値となっている。仮

に、将来、社会保障経費の支出面で、地方の役割を拡大する方向で見直しが行われる場合には、それに応

じて消費税の中で、地方に配分する比率を併せて見直すことが、地方団体の安定的財政基盤を維持するた

めに必要である。ちなみに、政府税調（平成 15 年 12 月）の「平成 16 年度の税制改正に関する答申」で
は「消費税・地方消費税については、少子・高齢化の進展に対応し、ともに充実を目指すことが課題であ

り、これについても検討を進めていく必要がある」と指摘されている。つまり、将来、消費税率を上げた

場合に、国税・地方税ともに増税する方向性が示唆されている。 
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本書では、都道府県が税率を決定すべきか否かの判断はひとまず措き、税率決定権の付

与が可能か否かを理論的に解明することを課題としている。各章で明らかになるように、

一般的な常識に反して、マクロ的な税収配分方式を維持しながら、地方消費税に税率決定

権を付与することは可能である。そのためには「国の消費税額の 25％」となっている現行
の地方消費税の課税標準を「最終消費」に変えて仕入れ額にかかわる税額控除を地方ごと

に把握できるようにするとともに、自治体間の清算基準を「最終消費」から「最終消費×

地方消費税率」に変更すればよい。 
 

申告納付と税務行政の乖離 

第２は、税務行政に係わる論点である。宮島洋教授が指摘するように、地方消費税の課

税要件の確定は賦課方式ではなく申告納税方式をとっている。このことは、事業税と並ん

で地方税の中では例外的といえる13。住民税のような地方税が賦課方式を取っているのは、

それが国税所得税の申告納税方式に依存しているからである。そのため、個人住民税は所

得税のような現年所得課税ではなく、前年所得課税にならざるを得ない。 
これに対して地方消費税の賦課徴収権者は都道府県知事であり、地方税では例外的に申

告納税方式を取っている。したがって、本則では譲渡割の申告納付は都道府県知事になさ

れ、確定と徴収も都道府県知事が行うこととされている。しかし、実際には地方消費税の

譲渡割（国内最終消費に対する課税）の場合は、法律の附則で「当分の間、国に消費税と併せ

て申告納付」とされている。 
たしかに貨物割（輸入に対する課税）であれば、地方税法の本則にあるように税関が徴

収するのが自然であろう。しかし、譲渡割の徴収を国に委託する論理的必然性は明確とは

いいがたい。附則を設けたのは、納税協力費を軽減しようとする政治的な理由が大きい14。  

しかし、地方消費税の拡充を求めるのであれば、代表的な租税論研究者である宮島洋教授

も指摘するように譲渡割については申告納付、確定・徴収という税務行政を同時に引き受

ける覚悟が必要であろう。政府税制調査会の会長であった石弘光教授は、『消費税の政治

経済学』（2009年）の中でつぎのように述べている。 
「明らかにこの新税（地方消費税をさす）は地方の独立税ではない。そこで自治省の当

初の意図とは大きく隔たってしまった。以前と同じように、国税としていったん徴収さ

れたものを地方へ配分する譲与税と変わりがないといえよう。依然として国税当局の統

制下にある。かくして当時、地方税としては極めて不完全であり、暫定的なものにすぎ

ないと考えられた。「他人の褌で相撲を取る」ような発想では、どうしても矛盾を避け

ることができないからである」（石[2009]224頁） 

                                                  
13 宮島[2008]pp.128-130 
14 納税者からすると 4％と１％とに分けて国と地方へそれぞれに納付しなければならないというのはかな
りの手間である。消費税の税率を３％から５％へ引上げることへの抵抗に加えて、申告書を２種類提出し

なければならなくなると、５％への引上げ自体がうまくいかなくなるという懸念があった（地方消費税の

創設に係わった関係者からのヒアリングによる）。 
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実際のところ、地方消費税の確定・徴収を都道府県が対応できないということはない。

事実、地方消費税は賦課徴収という点では完全な付加税（国が課税標準を調査して、その結果を

受けて地方が課税すること）なので、税務行政を「本則」に戻しても都道府県に追加的な負担

がかかるわけではない15。他方、納税義務者である事業者から見ると「本則」通りに課税さ

れれば国と都道府県に別々の申告書を提出しなければならないので、納税協力費用は増加

する。しかし、納税協力費の増加は地域住民の認知度を高めるためのコストとして割り切

って、理解を得るしかあるまい。 
 
最終消費と清算基準の乖離 

第 3は、清算制度に係わる論点である。清算は地方消費税の仕組みの中でも、特徴的か
つ重要なものである。清算は、最終消費地に税の帰属を図るために存在する。したがって、

清算基準は各都道府県の最終消費額を正確に反映し、頻繁に見直す必要がなく、かつ住民

から見て簡素なものでなければならない。しかし、現行の清算基準で把握されている「消

費に相当する額」が、本来把握すべき最終消費額を正確に反映するものであるかの検証は

これまで十分になされてこなかった。 
 
表 4 地方消費税と清算 （税率 5％の場合） 

 A県（5％） 
事業者 X 

B県（5％） 
事業者 Y 

C県（５％） 
事業者 Z 

売      上 
仕      入 

2,000 
0 

5,000 
2,000 

9,000 
5,000 

 仕入税額 売上税額

0    100 
仕入税額 売上税額

100   250 
仕入税額 売上税額 

250   450 
A県への納税額 
B県への納税額 
C県への納税額 

100 
－ 
－ 

－ 
150 
－ 

－ 
－ 

200 
最 終 消 費 額 

最終消費で按分した税額 
0 
0 

0 
0 

9,000 
450 

 
清算の仕組みを概念的に説明すると、表 4のようになる。いま A県所在の製造業者 X社

が B県所在の卸売業者 Y社に加工品を納入し、さらに Y社が C県所在の小売業者 Z社に商
品を納入し、この Z社が消費者に販売したとする。消費者は 9,000円の商品に対して 450
円の消費税を負担するが、Z社は 200円を C県の税務署に納付する。同様に Y社は 150円
を B県の税務署に納付し、X社は 100円を A県の税務署に納付する。このように、C県で
消費した最終消費者が C県で 450円を負担したにもかかわらず、実際の納税は A県で 100
円、B県で 150円、C県で 200円行われる。 
 このままだと最終消費地と税の帰属地が一致しない。もっとも原産地原則を採用するの

                                                  
15 地方消費税の事務委託費は高くはない。地方税には代理徴収する仕組みがあり、例えば住民税の場合は
市町村が県に代わって徴収している。一般に地方税の徴税コストは 100円について 2.5％ぐらいであるが、
地方消費税の場合は 0.35％にすぎない。 
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であれば、この不一致は問題ではない。しかし、消費者が支払った税額が消費の行われた

県に帰属しなければ、そもそも消費型付加価値税と整合しないし、応益説的な観点からも

正当化できない。この問題を解決するのが、清算である。すなわち表 4にあるように、一
旦各県に納められた地方消費税額を「消費に相当する額」でマクロ的に按分することによ

って、最終消費地である C県に 450円を帰属させている。 
しかし、現行の清算基準はじつは財・サービスの最終消費を正確に反映していない。現

行の清算基準における「消費に相当する額」と、地方消費税の帰属地を決定すべき本来の

「最終消費」との間にある乖離は無視できないのである16。その詳細は第 章に譲るとして、

ここでは基本的な考え方を整理しておく。最終消費は、小売売上高とサービス売上高との

２要素から構成されている。この内、小売については商業統計によってほぼ全体の最終消

費が把握されていると考えられる。 
しかし、サービス業基本統計では把握できない部分がかなり存在している。例えば、金

融、運輸、建設業は統計の対象外となっている。しかも、サービス業基本統計の対象とな

っている産業ですら、漏れがある。例えば、インターネット付随サービス（情報・通信の場合）

や飲み屋（宿泊・飲食サービスの場合）は含まれていない。その反対に、サービス業基本統計

の中には、不動産賃貸業のような消費税の課税・非課税の混在している分野がかなり含ま

れていて、「消費に相当する額」がやや過大に評価されている。同様な問題は医療・保健、

介護についても生じている。 
また、現行の清算基準には税が累積している非課税部門の中間投入額が把握できていな

いという本質的な問題がある。消費型付加価値税では、非課税が適用されると中間取引段

階であれ、最終取引段階であれ、前段階税額の控除が否認されるため課税の累積が生じる。

この控除されない前段階税額は、本来、仕入れが行われた地域の課税標準に加える必要が

ある。しかし、地方消費税ではこのような調整は全くなされていない。例えば、医療・福

祉・教育等非課税部門の中間投入額や政府による仕入部分は清算基準に含まれていないの

である。加えて、現行の清算基準の元となるデータは供給ベースで集計されるため、「購入

地」と税を帰属させるべき「最終消費地」との間に若干の乖離がある。 

現行の清算基準とあるべき「最終消費額」との乖離は、概念上の問題にすぎないのでは

ない。本書では、産業連関表の各部門の数値と現行の清算基準を比較することによって、

この乖離の量的規模をできるだけ正確に割り出そうとしている。その詳細は、第 章で明

らかにされるが、結論を先取りするならば次のようになる。現行の清算基準における「消

費に相当する額」と、地方消費税の帰属地を決定すべき本来の「最終消費」との間にある

乖離は無視できない。正確性という点からいうと、地域産業連関表を用いるカナダの HST
方式が理想的な清算方法であるといえる。 
もっとも、本格的な地域産業連関表の導入は、そのノウハウの蓄積及び基礎データの補

                                                  
16 産業連関表を用いた現行の清算基準の再検討については、地方消費税の充実に向けた諸問題に関する研
究会[2010]が詳しい。 
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足のためのコスト面での負担が大きいものの、コストに見合った精緻な情報が確保される

かに関しては、不確定な要素が残る。一方では、統計行政全般についての全政府的見直し

が現在、進んでいる。平成 21年は「経済センサス」の創設が決定しており、地方消費税の
清算基準に使われている商業統計、サービス業基本統計もこれに統合される。上記の問題

点のうち、かなりの改善が期待される状況にある。わが国においては、これらの新たな動

きを随時取り入れた形での清算方式の精緻化をまず考えていくのが実務的には有力な選択

肢ではないか。 
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